
議案第４５号 

 

   権利の放棄について 

 

 次のとおり権利を放棄することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年３月１０日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

記 

 

１ 放棄しようとする権利の種類 

  住宅新築資金等貸付金のうち、未償還の元本債権及びそれに伴う未償還の

利息の債権 

 

２ 放棄しようとする債権の額 

  ９，５５４，１１２円 

 

３ 借受人 

  別紙のとおり 

 

４ 権利を放棄しようとする理由 

  借受人が死亡し、すべての相続人が死亡または相続放棄をしている。保証

人も死亡しており債権回収は困難な状況にある。財産は、土地、建物とも競

売により売却されている。これらの理由により、当該債権に対して市が有す

る権利を放棄する。 

なお、権利の放棄を前提とし、当該債権に関し、兵庫県から住宅新築資金

等貸付助成事業補助金を受ける見込みである。 



 



借受入

住宅新築賢台等貸イ才金（債権）の放棄について （概要）

ふ］

２。 債権額

別紙

芭初貸イ才額 償ミ済額 償還未済額

元金 ９， ９０ ０， ００ ０「Ｉ］ ２， ５３ ０， ７８ ７ト９ ７， ３６ ９， ２１ ３口

利息 ６， １３ ６， ６６ ４「气 ３， ９５ １， ７６ ５円 ２， １８ ４， ８９ ９ト９

合計 ＴＬ　６， ０３ ６， ６６ ４円 ６， ４８ ２， ５５ ２円 ９， ５５ ４， １１ ２Ｆ］



 


